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所  管   防 災 計 画 室    

  

件  名 堺市津波避難計画（案）の策定について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

平成 23年 3月 東日本大震災 

6月 津波対策の推進に関する法律の施行 

 ⇒市町村に、住民の迅速かつ円滑な避難を確保するための計画策

定・公表の努力義務 

8月 堺市津波避難対策の基本方針(暫定津波高 6.8m)の公表 

平成 23年 9月 津波避難対策検討協議会の開催、以降、校区ワークショップ開催 

平成 24年 5月 暫定版津波警戒マップを全戸（市内全世帯・事業所）に配布 

8月 内閣府が南海トラフ巨大地震による津波浸水想定を公表 

平成 25年 8月 大阪府が南海トラフ巨大地震による津波浸水想定を公表 

9月 津波避難対策検討協議会の開催、以降、校区ワークショップ開催 

【課題】 

・国及び大阪府の津波浸水想定を踏まえ、最大クラスの津波を想定した市民等の迅速か

つ適切な避難行動の確保が必要 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【計画の目的】 

・南海トラフの巨大地震の最大クラスの津波に備え、津波から市民等が生命や安全を守

るための迅速かつ適切な避難行動の実施、並びに市民や各団体等の津波避難対策の指

針として策定する 

【対象期間】 

・地震・津波発生直後から津波が収束するまで 

【基本方針】 

・市の地域特性等を踏まえ最大クラスの津波が発生した場合における避難の基本的な考

え方を設定 

  ①地震発生後、津波の第一波が到達するまでの約 100 分間にＪＲ阪和線を目標に東

の標高 6.8ｍより高い高台に徒歩で避難 

②災害時要援護者や避難が遅れた避難者は、緊急一時的に津波避難ビル等へ避難 

・津波避難対象地域及び津波注意地域を設定 

・幅員 16ｍ以上の道路を「避難路」に、校区ごとに避難路に到達するまでに通る安全な

地域の道路を「避難経路」に設定 

・校区ごとに、公共施設等の建物や公園、道路等の屋外空間を「津波避難目標」に設定 

【災害時要援護者の対策】 

・訓練の実施等を通じて自主防災組織等の活動を活性化させ、災害時要援護者支援を円

滑に実施するためのネットワーク・体制づくりの促進 

【啓発】 

・住民との協働で「津波ハザードマップの作成・活用・周知」「標高表示看板の設置」「出

前講座等の開催や防災教育の実施」「校区単位での津波避難訓練の実施」等を実施 

【各校区における避難計画】 

・避難経路等を記載した校区ごとの津波避難のカルテを作成 



【今後のスケジュール（予定）】 

平成 26年 1月 23日 津波避難対策検討協議会の開催（計画案を説明） 

平成 26年 1月末 津波ハザードマップの配布（広報さかい 2月号折込） 

平成 26年 2月～3月 パブリックコメントの実施 
 

効果の想定 

・住民の主体的な津波避難訓練実施（津波避難意識の向上） 

・津波避難訓練への参加増加 

・率先避難等協力事業所の登録数拡大 

・津波避難ビルの指定数拡大 

⇒これらの取組みを通じた発災時における津波死者数ゼロ 

関係局との 

政 策 連 携 
堺区、西区をはじめ庁内全部局と連携し、津波避難対策を継続的に実施 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市津波避難計画（案）の概要 
 

注）＊印を付した校区は、全域が津波浸水想定地域となる校区を示す。 

 

●本計画は、堺市地域防災計画に基づき、南海トラフの巨大地震の最大クラスの津波に備え、本市における津波避難対策の基本的な事項を定めるとともに、津波から市民等が生命や安全を守るための迅速かつ適切な避難行動

の実施、並びに市民や各団体等の津波避難対策の指針として策定することを目的としています。 

●東日本大震災を受け、平成２３年６月に津波対策の推進に関する法律が施行され、国民の迅速かつ適切な避難行動を確保するため津波避難計画を策定し、住民に周知することが市町村の努力義務として定められました。 

●住民の早期避難実現のため、平成２３年８月以降、住民の皆様と協働でワークショップを開催し取り組んできた津波避難対策を基盤に、より実効性の高い本市の津波避難計画を策定しました。 

●本計画が対象とする期間は、地震・津波発生直後から津波が収束するまでとします。 

津波避難計画策定の経緯と目的（第１章） 

 

◆大阪府は、揺れ･液状化による防潮堤や河川堤防の破堤・沈下、河川の津波

溯上(さかのぼり)を考慮した厳しい条件のもと津波シミュレーションを

実施し、平成２５年８月に津波浸水想定結果を公表しました。 

 
 
 
 

◆発表では、自然現象で不確実性を伴うものであり、さらに想定を超える可

能性についても指摘されています。 

◆本市の地形は、大阪府津波浸水想定区域よりも東側でも標高が低いところ

があり、標高が高くなる標高 6.8ｍ以上の高台がより安全と言えます。 

最大クラスの津波浸水想定（第２章） 

 

◆津波被害想定や本市の地形を踏まえ、最大クラスの津波が発生した場合における、本市の津波避難に関する

基本的な考え方を以下のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

◆津波避難に関する地域を以下のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ワークショップを通じて、幅員１６ｍ以上の道路等を「避難路」として、また校区は、避難路に到達する

までに通る安全な地域の道路を「避難経路」として設定しています。 

◆標高６．８ｍより高台にある公共施設等の建物や、公園・道路等の屋外空間を校区ごとに具体的な「津波

避難目標」として定めています。 

 

堺市の津波避難の基本方針（第３章） 

 

◆市は、気象庁から大阪府沿岸部に津波警報・大津波警報が発表されたとき、若しくは、市長が必要と認め

たときに、以下の地域へ避難指示を発令します。 

 
 
 
◆避難指示を行う場合、防災スピーカー・モーターサイレン（屋外）の吹鳴、広報車等の活用、おおさか防

災ネットの防災情報メールや緊急速報メールの配信、ツイッター等により、情報を伝達します。 

  ※サイレンの鳴り方 

避難に関する情報発信と伝達（第５章） 

 

◆津波避難対象地域及び津波注意地域内に所在する事

業所を対象とした「津波率先避難等協力事業所」の

登録制度を創設しました。 

◆事業所の従業員等が、発災直後に的

確で迅速な避難行動を率先して行

い、周辺住民や避難経路沿道の市民

へ避難行動を呼びかけることによ

り、より多くの市民の早期避難行動

に繋げる制度です。 

 

◆災害時要援護者に対する具体的な避難行動の

支援等については、地域の実情及び支援者の安

全の視点も入れて、あらかじめ検討を行ってお

くことが重要です。 

◆地域での対象者把握の取り組み支援や、災害時

要援護者に配慮した避難訓練の実施を通じて

自主防災組織等の活動を活性化させ、災害時要

援護者支援を円滑に実施するためのネットワ

ーク･体制づくりを促進しています。 

 

津波率先避難等協力事業所登録制度（第７章） 

 

◆市（区役所）では、住民等の防災意識向上を図るため、住民の皆様と 

協働で以下の啓発活動、訓練等を行います。 

市が取り組む防災啓発活動（第８章） 

■公表結果   ○津波高（津波水位）： 堺区 4.2ｍ（最大）、西区 4.9ｍ（最大） 

○津波浸水面積： 堺区 7.74 k㎡ 、西区 9.28 k㎡ 

○津波到達時間： 堺区 110 分 、 西区 101分 

① 地震発生後、津波の第一波が到達するまでの約１００分間にＪＲ阪和線を目標に 

東の標高６．８ｍより高い高台（津波避難目標等）に徒歩で避難する。 

② 災害時要援護者や避難が遅れた避難者は、緊急一時的に津波避難ビル等へ避難する。 

大阪府津波浸水

想定結果（堺市） 

津波警報・大津波警報発表時直ちに避難する地域 

⇒ 津波避難対象地域（右図の赤色区域） 

大津波警報発表時直ちに避難できるよう準備し情報収集に努める地域 

⇒ 津波注意地域（右図の青色区域） 
 

地域 対象 

津波避難対象地域 

三宝校区、市校区、英彰校区、湊西校区、錦西校区（一部）、

錦校区（一部）、湊校区（一部）大仙西校区（一部）、少林

寺校区（一部）、神石校区（一部）浜寺校区、浜寺石津校区

（一部）、浜寺東校区（一部）、浜寺昭和校区（一部） 

津波注意地域 
錦綾校区、浅香山校区、三国丘校区、熊野校区、榎校区、安

井校区、鳳校区、上野芝校区、津久野校区 

 

 

◆臨海部の石油コンビナート等特別防災区域の津波対策については大阪府が中心となって実施しており、市は

大阪府と協力・連携しながら実効性のある避難対策の実現に努めます。 

◆臨海部には集客施設が存在するため、企業や事業者と連携しながら津波避難場所を選定します。 

 

臨海部における対策（第４章） 

・ハザードマップの作成・活用・周知  ・標高表示看板の設置 

・出前講座等の開催や防災教育の実施  ・津波防災訓練の実施  等 

津波警報・大津波警報を覚知したとき ⇒津波避難対象地域に避難指示 

大津波警報が発表され、想定を超える津波が確認されたとき ⇒津波避難対象地域および津波注意地域に避難指示 

津波避難対象地域 

津波注意地域 
 

◆地域住民の皆様と共にワークショップを開催し、校区ごとに対象となる人口、避難経路や津波避難目

標などを整理し、地域の実情に応じた校区ごとの津波避難のカルテを作成しました。 

各校区における避難計画（第９章） 

作成校区  堺区：・三宝校区 ・錦西校区 ・市校区 ・英彰校区 ・湊西校区 ・湊校区  

西区：・浜寺石津校区 ・浜寺校区 ・浜寺東校区 ・浜寺昭和校 

 災害時要援護者の対策（第６章） 



  

 

 

堺 市 津 波 避 難 計 画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 月 
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（案） 
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はじめに 

平成２３年３月１１日の東日本大震災は、三陸沖の広い範囲を震源域にわが国観測

史上最大のマグニチュード９．０を記録し、最大震度７、東日本を中心に北海道から

九州地方にかけての広い範囲で揺れが観測されました。この地震に伴い、北海道から

沖縄にかけて津波が到達し、とりわけ東北地方沿岸部を中心に大きな被害をもたらし

ました。 

東日本大震災以降、平成２３年６月には、津波対策の推進に関する法律が施行され、

その中で国民の迅速かつ適切な避難行動を確保するため津波避難計画を策定し、住民

に周知することを市町村の努力義務として定められました。また、国の中央防災会議

の専門調査会において、東日本大震災の地震・津波被害の検証並びに今後発生が危惧

される津波災害等への対策が検討され、最大クラスの津波（千年に一度あるいはそれ

よりも発生頻度が低いもの）に対しては、住民等の生命を最優先として避難を軸とし

た総合的な対策を構築し、比較的発生頻度の高い津波（数十年から百数十年に一度程

度）に対しては、人命及び財産の保護するため海岸保全施設を整備とする２つのレベ

ルの津波の想定とそれぞれの対策が示され、災害対策基本法の改正や防災基本計画の

改正などに反映されています。 

平成２４年８月には、内閣府から南海トラフの巨大地震における津波浸水想定が公

表され、平成２５年８月に大阪府より府内市町村毎の詳細な津波浸水想定が公表され

ました。さらに同年１０月には、大阪府域の人的被害想定として、津波による死者数

が堺市内で最大約６千人、ただし迅速な避難を行えば死者数０になるとの想定がなさ

れました。 

本市では、住民の早期避難を実現するため、平成２３年８月以降地域住民の皆様と

協働して取り組んできた津波避難対策を基盤に、大阪府の津波浸水想定を受け、直ち

に堺市津波避難対策検討協議会と各小学校区でワークショップを開催し、最大クラス

の地震・津波の新たな想定に基づく津波ハザードマップを作成いたしました。 

今般、住民の皆様とともに取り組んだ成果を踏まえ具体的な地域毎の津波避難の計

画としての要素を盛り込み、より実効性の高い本市の津波避難計画を策定しました。 

津波災害から市民の生命と安全を確保するため、この計画をもとに住民主体の訓練

をはじめ、自助・共助・公助が連携した取り組みを推進していきます。 
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第１章 総則 

１－１．計画の目的 

本計画は、堺市域に係る災害に関し、堺市及び防災関係機関が市民や事業者等の協

力のもと実施すべき災害対策を定めた堺市地域防災計画に基づき、今後予想される

「南海トラフの巨大地震」による津波の発生に備え、本市における津波避難対策の基

本的な事項を定めるとともに、地域別に津波避難方策を明確化することにより、津波

から市民等が生命や安全を守るための迅速かつ適切な避難行動の実施、並びに市民や

各団体等の津波避難対策の指針として策定することを目的としています。 

１－２．計画の修正 

本計画は、最新の科学的知見による津波被害想定の更新や土地条件、社会的状況な

どの変化に合わせ、必要に応じて計画の修正を行うものとします。 

１－３．計画が対象とする期間 

  本計画は、地震・津波の発生直後から津波が終息するまでの間において、市民等の

生命、身体の安全を確保するために、円滑な津波避難を行うための計画とします。   

 

 

 

 

 

 

 

１－４．本市の津波避難計画策定までの取り組み経過 

東日本大震災での想定を大きく超える津波被害等の教訓を踏まえ、高い確率で発生

が危惧される南海トラフの巨大地震の津波から市民の生命と安全を守るため、国が取

りまとめる南海トラフの巨大地震による津波想定の公表を待つことなく、市では平成

２３年８月より、暫定的に従来想定されてきた最大津波高さ３ｍの２倍となる６．０

ｍ、満潮位を考慮して６．８ｍを最大クラスの津波高さと仮定し、喫緊の課題として

津波避難対策に取り組むこととしました。   

同年９月には、市民、警察、消防、自衛隊など防災関係機関の参画のもと「堺市津

波避難対策検討協議会」を発足させ、津波避難の基本方針等について情報交換･共有

を図るとともに、平成２３年１０月より平成２４年３月にかけ、住民参加による「堺

市津波避難対策ワークショップ」を、津波浸水想定地域にかかる小学校区ごとに開催

し、津波からの避難対策を目的に地域に精通した住民の協力・参画のもと、地域の実

情に沿った「暫定版津波警戒マップ」づくりを実施し、平成２４年５月に市内全戸に

 

 

避難生活 
地
震
発
生 

津
波
発
生 

津 波 避 難 計 画 

 

津
波
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息 

本計画の対象とする期間 
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配布しました。各地で地元主体の津波避難訓練を実施し、マップの掲載内容に関する

検証等に取り組んできました。 

平成２５年８月に大阪府が公表した津波浸水想定に基づき、地域住民の皆様とワー

クショップを開催し、津波ハザードマップ等の作成、消防庁の津波避難対策推進マニ

ュアル検討会最終報告（平成２５年３月）に準拠して、津波避難計画をまとめました。 
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第２章 最大クラスの津波浸水想定 

２－１ 大阪府から発表された南海トラフ巨大地震による最大クラスの津波浸水想定 

 大阪府では、大阪府防災会議のもとに「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」

を設置し、有識者のもと、科学的・客観的な観点から検討し、平成２５年８月に、津

波浸水想定を公表しました。津波浸水想定の実施にあたっては、中央防災会議が南海

トラフにおいて現在科学的に考えうる最大クラスの地震を想定した様々な地震モデ

ルのうち、大阪湾に影響の大きくなる数ケースを採用したうえ、揺れ・液状化による

防潮堤・河川堤防の破堤・沈下、河川の津波溯上（さかのぼり）を考慮した、最も厳

しい条件のもとシミュレーションを実施したものです。さらに、発表では、自然現象

で不確実性を伴うものであり、さらに想定を超える可能性についても指摘されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府津波浸水想定（堺市抜粋） 

■地震の規模 

 Mw9.1 

 

■想定結果 

○津波高（津波水位） 

堺区：4.2ｍ（最大） 

西区：4.9ｍ（最大） 

○主な地点の最大津波高 

  竪川水門 ：3.6m 

  石津川河口：4.4m 

 

○津波浸水面積 

堺区：7.74 k㎡ 

西区：9.28 k㎡ 

合計：17.02 k㎡ 

 

○津波到達時間 

堺区：110分 

西区：101分 

 

○津波建物被害 

堺市：961棟 

 人的・建物被害想定（平成 25年 10月公表） 

■津波による死者数 約 6000人（早期避難率低） 0人（迅速に避難した場合） 
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２－２．津波浸水想定区域と本市の地形 

 本市の沿岸部から東の標高の高い場所までの高低等の地形を踏まえ、津波避難方針の

検討を実施しました。 

堺区及び西区の主要幹線道路の断面で地形を検証した結果、大阪府の浸水想定区域

（青矢印）より東側でも標高が低いところがあり、標高 6.8m の地点（緑矢印）の東側

がより高くなっています。 

大阪府の津波浸水想定は自然現象としての不確実性と津波浸水域がさらに拡大する

可能性も示されていることから、標高 6.8m 以上の高い所がより安全であることが分か

ります。 
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第３章 津波避難の基本方針 

３－１．基本的な考え方 

津波被害想定や本市の地形を踏まえ、最大クラスの津波が発生した場合における、

本市の津波避難に関する基本的な考え方は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．津波避難対象地域と津波注意地域 

「２－２．津波浸水想定区域と本市の地形」の検討結果を踏まえ、大阪府の被害想

定において津波の浸水が予想される地域を基本に、津波警報・大津波警報発表時直ち

に避難する地域として「津波避難対象地域」（対象人口 約８万６千人）、津波浸水

区域より東側で標高６．８ｍより低い地域で大津波警報発表時直ちに避難できるよ

う準備し情報収集に努める地域として「津波注意地域」（対象人口 約７万人）を設

定しました。津波避難対象地域は、P７の図－１のとおり幹線道路等で市民の皆様に

わかりやすく表現しています。 

 

表－１ 津波避難対象地域と津波注意地域 

注）それぞれの地域に該当する町丁は巻末資料－１～２に示します 

 

 

 

 津波避難対象地域を含む校区 津波注意地域の校区 

堺区 

（１６校区） 

三宝校区、市校区、英彰校区、

湊西校区、錦西校区（一部）、

錦校区（一部）、湊校区（一部）

大仙西校区（一部）、少林寺校

区（一部）、神石校区（一部） 

錦綾校区、浅香山校区、三国丘

校区、熊野校区、榎校区、安井

校区、 
 

西区 

（７校区） 

浜寺校区、浜寺石津校区（一

部）、浜寺東校区（一部）、浜

寺昭和校区（一部） 

鳳校区、上野芝校区、津久野校区 

① 地震発生後、津波の第一波が到達するまでの約１００分間にＪＲ阪和

線を目標に東の標高６．８ｍより高い高台（津波避難目標等）に徒歩

で避難する。 

② 災害時要援護者や避難が遅れた避難者は、緊急一時的に津波避難ビル

等へ避難する。 
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図－１ 津波避難対象地域と津波注意地域 

３－３．避難路・避難経路 

市では、幅員１６ｍ以上の道路（安全を確認できた１０ｍ以上の道路）を避難路と

して指定しています。また、市が指定した避難路に到達するまでに通る安全な地域の

道路を避難経路として、「津波避難対策ワークショップ」で各校区において指定しま

した。避難経路は、居住地域内から幅員の広い避難路へ至るまでの経路です。したが

って、幅員の狭い道路もあり、地震による建物の倒壊や交通渋滞等により通行が不可

能になることも想定されます。災害発生時のみならず普段からあらゆる事態を考えて、

複数の避難経路を確認しておくことも重要です。 

３－４．避難目標 

津波からの避難目標は、標高６．８ｍより高い高台にある公共施設等の建物のほか

公園、広場、グラウンド、道路等の屋外空間を「津波避難目標」とし、校区ごとに具

体的な津波避難目標を定めました。 

 

 

 

 

 

＜主な津波避難目標＞ 

堺 区 浅香山小学校、浅香山中学校、方違神社、三国丘中学校、 

大阪府立大阪女子大跡、大仙公園、ＪＲ上野芝駅、霞ヶ丘公園 など 

西 区 大仙公園、霞ヶ丘公園、津久野小学校、ＪＲ上野芝駅、浜寺中学校、

大鳥大社、浜寺南中学校、羽衣国際大学、鳳小学校 など 

 

津波避難対象地域 

津波注意地域 

津波避難対象地域東端

の幹線道路等 

・阪堺線 

・国道 26号 

・諏訪森神野線 

・桜道  

 

標高 6.8mライン 
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市民自らが、これらの津波避難目標まで避難のうえ、家族などの安否確認や津波に

関する情報収集を行い、状況に応じて、より標高の高い安全な場所へ避難を行います。 

避難目標は、津波災害のおそれが解消されるまでの間、一定時間避難先とするもの

であり、市では安全を確認した上で避難所生活が必要と判断した場合には、指定避難

所（生活避難所）の開設や生活関連物資の供給など必要な対策を速やかに講じます。 

避難の概念図は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２（１）津波避難の概念図（堺区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２（２）津波避難の概念図（西区） 
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○ 鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート造の建物 

○ 昭和５６年の新建築基準法の耐震基準に適合した建物、耐震補強済みの建物 

○ ３階以上の階高を有する建物 

３－５．津波避難ビル 

津波避難ビルとは、災害時要援護者や避難が遅れた方が緊急一時的に避難するため

の建物です。津波避難対象地域および津波注意地域に所在する以下の要件を目安とし

た建物で、当該建物の所有者等の了解を得られ本市と協定を交わした建物を「津波避

難ビル」として指定しています。 

 

 

 

 

※前面に防潮堤や強固な建物等がある場合、鉄骨造の建物も指定しています。 

津波発生時には、居住されている校区以外に立地する津波避難ビルに、一時避難す

ることが可能です。また、市が指定する津波避難ビル以外の頑丈なビル（高層マンシ

ョンやホテル、商業施設等）の３階以上へ避難することも有効な避難方法となります。 

民間ビル、ホテル、小・中学校、市営住宅などを津波避難ビルに指定（巻末資料に

指定施設一覧を掲載しています。）した津波避難ビルには下記の看板（※①）を設置

しています。 

また、市が指定した津波避難ビルには、開設時間を同ビルの営業時間等に限定した

避難ビルが含まれています。同ビルの開設時間以外は施錠されているなど避難するこ

とが困難です。当該ビルに設置している看板に避難可能な時間を明記しています（※

②）。津波避難ビルの情報は、堺市ホームページ、市政情報センター、各区役所（市

政情報コーナー、自治推進課）でもお知らせしています。 

※平成２５年１２月末時点の施設を巻末資料－３～４に掲載 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図―３ 津波避難ビル表示看板 

避難目標への避難が困難な場合で、最寄りに市が指定する避難ビルがない場合等は、

出来るだけ強固で高い場所に避難することが必要です。 

※① ※② 

09:00-17:00 
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第４章 臨海部における対策 

堺浜（堺区）には、J－GREEN 堺や堺浜シーサイドステージ、海とのふれあい広場等、

７－３区（西区）には、みなと堺グリーンひろば（硬式野球場含む）や芝生広場等の一

般市民が多数集まる施設が所在しており、標高の高いところまで避難するには距離があ

ることから、本市では地区内の企業や事業者と連携を図りながら津波に対する避難場所

を選定します。 

また、臨海部の石油コンビナート等特別防災区域の津波対策については、石油コンビ

ナート等災害防止法に基づき、大阪府が「大阪府石油コンビナート等 防災計画（平成

２４年３月）」「大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画（平成２４年３月）」

を策定し、ブロック毎に地区内避難（垂直避難）と地区外避難（水平避難）を定め、臨

海部の事業所へ指導・啓発を行うこととなっています。本市でも大阪府と協力・連携し

ながら実効性のある避難対策の実現に努めます。 
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第５章 避  難 

５－１．避難指示の発令 

市は、「堺市地域防災計画」に従って、次のいずれかの場合、津波浸水想定地域、

その他津波被害のおそれがあり、特に避難が必要な地域に対して、速やかに避難指示

を発令し、住民等の安全確保を図ります。 

１）避難指示の発令基準と発令地域 

    気象庁から大阪府沿岸部に津波警報または大津波警報が発表された場合、 

あるいは市長が必要と認めた時。 

避難指示を発令する地域は、市民の皆様に分かりやすく表現するため幹線道路

を基本に設定しています。 

表―２ 避難指示の発令地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

①津波警報・大津波警報を覚知したとき、避難指示を発令 

津波避難対象地域（図－４     の地域） 

●大和川以南～御陵通⇒ 阪堺線以西 

●御陵通以南～諏訪神線⇒ 国道 26号以西 

●諏訪神線以南～大鳥街道⇒ 桜道以西  

●大鳥街道以南⇒ 6.8m以西 

②大津波警報が発表され、想定を超える津波が確認されたとき 

 津波避難対象地域加えて津波注意地域に対して避難指示を発令 

津波避難対象地域（図－４     の地域）および 

津波注意地域（図－４     の地域） 

津波避難対象地域 

津波注意地域 

図－４ 津波避難対象地域と津波注意地域 
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２）防潮堤の地震動や液状化に対する影響について 

  大阪府防災会議の専門部会で大阪湾に整備された防潮堤の耐震性について点検を

行ったところ、マグニチュード８クラスの地震動や液状化で津波警報時に想定される

津波を防御することができない可能性について示されました。この点検結果を踏まえ、

本市では、大津波警報と津波警報時の避難すべき地域を同様の範囲に設定しました。 

５－２．避難行動について 

 大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された際の避難行動は表―２となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地震発生から避難までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図－５ 避難行動の流れ 

 
津波避難対象地域での行動 

（図－４    の地域） 

津波注意地域での行動 

（図－４    の地域） 

大津波警報 

・直ちに避難行動を開始 

 

・東の高台にある避難目標（標高

6.8m以上）へ避難 

・直ちに避難できるよう準備を行い、

情報収集に努める。 

⇒想定を上回る津波が発生した場

合に避難行動 

・東の高台にある避難目標（標高 6.8m

以上）へ避難 

津 波 警 報 
・直ちに避難行動を開始。 

・東の高台にある避難目標（標高

6.8m以上）へ避難 

・情報収集に努める。 

 

津波注意報 ・情報収集に努める ・情報収集に努める 

※市では、大阪府に加え、和歌山県、徳島県、淡路島南部の 

最新情報を収集し、状況に応じて避難指示を発令します。 

※ 

表－２ 警報・注意報の避難行動 
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５－３．気象庁が発表する津波に関する警報・注意報 

□大津波警報・津波警報・津波注意報の発表（地震発生から約３分 第一報発表） 

「大津波警報 巨大」(3m 超)、「津波警報 高い」(1～3m)、「津波注意報」(0.2～

1m) 及び到達予想時刻、各地の満潮時刻を津波予報区ごとに発表されます。 

※ マグニチュード８を超えるような巨大地震では数分内に推定した地震規模

が過小評価されるおそれがあることから、津波の高さは「巨大」「高い」と

定性的表現されます。 

表－３ 気象庁の発表する警報の種類と表現 

 

※特別警報は、これまでにない危険が迫っていることをお知らせするものです。 

 

□大津波警報・津波警報・注意報の更新情報発表（地震発生から約 15 分） 

より確度の津波の高さ予測に更新するため、全国各地の広帯域地震計（より長周

期の地震波も観測）により記録された地震波を解析し、津波警報の更新に必要なモ

ーメントマグニチュード（Mw）を推定し、地震発生から約１５分で必要に応じて津

波更新情報が発表されます。 

 

□沖合の津波観測データ等の情報の発表（随時更新） 

沿岸の観測データ発表に加え、ＧＰＳ波浪計とより沖合に設置している沖合水圧

計、ブイ式海底津波計の観測データを用い、沖合における観測値と沿岸で推定され

る津波高さを発表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：気象庁ホームページ 

沖合で観測された津波の情報をいち

早く伝えます沖合の観測データを監視

し、沿岸の観測よりも早く、沖合にお

ける津波の観測値と沿岸での推定値を

発表します。このとき、予想よりも高

い津波が推定されるときは、ただちに

津波警報を更新します。 

出展：気象庁ホームページ 

沖合で観測された津波の情報をいち早く伝えます 
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５－４．避難情報の発信と収集 

市は、地震発生直後、気象庁から発表される情報に従って、避難が必要な場合に

は避難指示を行います。避難行動の開始にあたっては、市及び関係機関が発表する

避難指示等の避難情報、テレビやラジオ等での津波情報を正確に入手することが重

要です。 

市が避難指示を行う場合、市防災行政無線を活用した防災スピーカー・モーター

サイレン（屋外）の吹鳴、広報車等の活用、おおさか防災ネットの防災情報メール

や緊急速報メールの配信、ツイッターなどにより、住民に直接情報を伝達するとと

もに、テレビやラジオ等放送事業者による情報提供を行います。 

市及び関係機関が行う住民への情報伝達方法については、P１５の表－４に記載

しています。 

また、津波からの避難行動を開始する際には、津波警報が大津波警報に更新され

ることがあることにも留意するとともに、市からの情報が受信できない場合や停電

になることも想定し、電池式ラジオなどからも情報を入手できるよう備えることも

必要です。地震発生時における具体の避難行動を事前に確認しておくことも重要で

す。 
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表－４ 市及び関係機関が行う住民への情報伝達方法 

おおさか防災ネット(※1)、 ｉ－ＦＡＸ(※2)、 緊急速報メール(※3)の概要は巻末資料－

９～１１に記載しています。 

大
津
波
警
報
・
津
波
警
報
発
表
時 

  

① 全国瞬時警報システム（J-ALERT）を活用した防災行政無線による情報伝達（自動） 

警報発表時には、全国瞬時警報システム（J-ALERT）より自動的に国が発信する警報音

と避難指示文言が防災スピーカー（屋外）から流れる。 

「警報音(ｳｰｳｰ)、(津波･大津波)警報が発表されました。海岸付近の方は、高台に避難

して下さい。」 

② 防災行政無線による情報伝達（手動） 

その後、堺市の手動操作により防災スピーカー（屋外）からサイレンの吹鳴及び音声で

避難指示の詳しい内容を伝達する。 

 
【サイレンの吹鳴箇所について】 

津波避難対象地域を対象とした堺区 21 か所、西区 11 か所、計 32 か所のサイレンを吹

鳴する。ただし、想定を超える津波が確認された場合には、津波注意地域を対象とした

堺区 6か所、西区 1か所の計 7か所のサイレンを合わせて計 39か所を吹鳴する。 

（※詳細は巻末資料－７、８に記載） 

③ 携帯メールを利用した情報提供 

おおさか防災ネット(※1)の防災情報メール・緊急速報メール(※3)の配信により情報

を伝達する。（注意：防災情報メールは、登録時に津波注意報・津波警報を受信する設定

が必要、また緊急情報メールは、機種により受信できない場合があります。） 

④ インターネット等による情報伝達 

市ホームページやツイッター、ヤフーサービス上に避難情報等の提供を行う。 

また、ｉ－ＦＡＸ(※2)により聴覚障がい者へ情報 

を伝達する。 

⑤ 消防車両等による広報 

⑥ 放送事業者による情報伝達 

テレビ・ラジオ・コミュニティＦＭ等の放送メディアを介した緊急放送、 

ＦＭＣｏＣｏＬｏの外国語による災害情報の提供 

 

①  防災行政無線による情報伝達（手動） 

市内に設置されている防災スピーカー（屋外）のほか市関連施設、防災関係機関、校区の

地域会館等に設置した防災行政無線により情報を伝達する。 

② 携帯メールを利用した情報提供 

おおさか防災ネット(※1)の防災情報メールの配信により情報を伝達する。 

（注意：登録時に津波注意報を受信する設定が必要） 

③ インターネット等による情報伝達 

本市ホームページにより情報提供を行う。 

また、ｉ－ＦＡＸ(※2)により聴覚障がい者へ災害情報を提供する。 

④ 広報車・パトカ－等による情報伝達 

⑤ ラジオ放送等による情報伝達 

テレビ・ラジオ・コミュニティＦＭ等の放送メディアを介した緊急放送、 

ＦＭＣｏＣｏＬｏの外国語による災害情報の提供 

津
波
注
意
報
発
表
時 

①  防災行政無線による情報伝達（手動） 

市内に設置されている防災スピーカー（屋外）のほか市関連施設、防災関係機関、校区の

地域会館等に設置した防災行政無線により情報を伝達する。 

② 携帯メールを利用した情報提供 

おおさか防災ネットの防災情報メールの配信により情報を伝達する。 

（注意：登録時に津波注意報を受信する設定が必要） 

③ インターネット等による情報伝達 

市ホームページやツイッター、ヤフーサービス上に避難情報等の提供を行う。 

また、ｉ－ＦＡＸにより聴覚障がい者へ災害情報を提供する。 

④広報車・パトカ－等による情報伝達 

⑤放送事業者による情報伝達 

テレビ・ラジオ・コミュニティＦＭ等の放送メディアを介した緊急放送、 

ＦＭＣｏＣｏＬｏの外国語による災害情報の提供 
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第６章 災害時要援護者の対策 

災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守

るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要

する人をいい、一般的に、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等があげられてい

ます。また、情報面では外国人も含まれます。 

これら災害時要援護者の避難については、周辺住民の支援や地域ぐるみの協力

が不可欠です。市では、災害時要援護者に配慮しながら地域住民が安全に避難で

きるよう訓練の実施等を通じて自主防災組織等の活動を活性化させ、災害時要援

護者支援を円滑に実施するためのネットワーク･体制づくりを促進します。 
 

① 情報伝達面の対応 

市が行う同報系無線や広報車による伝達においては、平易で分かりやすい伝達

に努めることはもちろんのこと、ｉ-FAXなどを利用した災害支援情報の伝達、さ

らには自主防災組織や自治会などの地域コミュニティ、福祉関係団体、災害ボラ

ンティア等を通じた情報伝達体制の整備や手段の確保を図るなど協力体制づく

りが必要です。 

② 避難行動の支援 

災害時要援護者に対する具体的な避難行動の支援については、地域の実情に応

じて各々の地域や家族単位であらかじめ検討を行っておくことが重要です。また、

津波による避難は、津波が到達するまでの時間が限られているため、災害時要援

護者の避難を支援する際には、支援者が限られた時間内に安全な場所へ避難する

ことが前提となります。そのためには、支援者本人の身の安全を確保する重要性

について、あらかじめ十分に検討を行っておく必要があります。 

本市においても、個人情報やプライバシーの保護対策を講じながら、民生委員、

児童委員が中心となり自治連合会や校区福祉委員会が一体となって、災害時要援

護者リストを活用した支援対象者の一覧表づくりやその活用方法の検討がすす

められています。具体的な取り組みとして、災害時要援護者及び支援者双方の命

を守るため、平常時から地域において、支援対象者の一覧表を活用した支援方法

に関する打ち合わせを実施するなどの共助による支援の取組みが必要です。 

③ 地域の共助力の向上 

    このような共助の取組みを災害発生時に有効に機能させるためには、高齢者の

見守りなど地域が実施している日々の活動を通じて、災害時要援護者等と地域住

民が顔見知りになり、いざというときに備えて人と人のつながりを深め、地域の

共助力を高めていくことが大切です。自主防災訓練などの機会に出前講座などを

実施し、地域の防災に対する意識を高め、災害時要援護者と地域の相互に理解と

協力が得られるような基盤づくりが必要です。 
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第７章 津波率先避難等協力事業所登録制度 

７－１．東日本大震災の状況と率先避難 

堺市では地震発生から津波到達まで約１００分あると想定されており、この時間内に

高台まで避難することが重要です。 

 東日本大震災後、国が行ったアンケート調査※によると避難者のうち、約４割の方の

避難のきっかけは、家族や近所の避難しようという声掛けで避難を行ったとされていま

す。   

表－５ 避難のきっかけ 

48%
8%

2%
16%

7%
20%

15%
5%

2%
2%

8%
0%

3%
3%
3%

16%
2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

大きな揺れから津波が来ると思ったから

以前、津波を体験し、津波が来ると思ったから

過去に津波被害を受けた人から津波の危険性を聞いてい たから

津波警報を見聞きしたから

テレビやラジオで津波についての放送を見聞きしたから

家族または近所の人が避難しようとい ったから

近所の人が避難していたから

会社や同僚が避難しようといったから

役場の人が避難を呼びかけていたから

警察の人が避難を呼びかけていたから

消防の人が避難を呼びかけていたから

津波ハザードマップから避難の必要性を感じたから

海や川の水の引きを見たから

沖合に高い波が見えたから

土煙や水煙が見えたから

その他

覚えていない

 

 ※平成 23年東日本大震災における避難行動等に関する面接調査（内閣府・消防庁・気象庁共同調査） 

調査対象：岩手県、宮城県、福島県  N=763 

７－２．津波率先避難等協力事業所登録制度の創設 

 市では、率先避難が多くの人命を守ることに効果があるため、津波避難対象地域及び

津波注意地域内に所在する事業所を対象とした「津波率先避難等協力事業所」の登録制

度を創設しました。 

 これは、事業所の従業員等が普段から津波避難の意識を持ち、発災時に津波に関する

正確な情報入手と的確で迅速な避難行動を率先して行うことで、周辺住民をはじめ避難

経路沿道の市民へ避難行動を呼びかけることにより、より多くの市民の早期避難行動に

繋げるものです。 
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登録事業所には、ロゴおよび標高のステッカーを掲示していただいてます。 

 

 

 

 

 

 

図ー６ ステッカーの種類 

津波率先避難等協力事業所の情報は、堺市ホームページでもお知らせしています。 

※平成２５年１２月末時点の登録施設を巻末資料－５～６に掲載 
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第８章 啓 発 

日本ではどこの沿岸部でも、津波が襲来する可能性があり、強い揺れや長い揺

れを感じた場合には、自主的に迷うことなく迅速に避難することが重要です。ま

た、地震・津波など、自然現象は、想定を超える可能性があること、津波警報が

大津波警報に更新されることも想定されるなど、地震発生直後に発表される津波

警報等の確度には一定の限界がありますので、不測の事態に対しても対応できる

よう備えをしておくことが重要となります。 

市（区役所）では、上記の観点を踏まえ住民等の防災意識の向上を図るため、

住民の皆様と協働で以下の啓発活動、訓練等を行います。 

 

 ①ハザードマップの作成・活用・周知 

    南海トラフ巨大地震のリスク情報や避難方法、事前の準備（避難経路・目標の

確認）をわかりやすく伝えるため、津波ハザードマップを作成し、市民の皆様に

周知しています。 

１）掲載内容 

＜マップ面＞ 

・津波避難の基本的な考え方 

・想定される津波浸水深 

・津波避難対象地域・津波注意地域（避難地域情報と行動に関する情報） 

・避難目標や避難路（主要幹線）、津波避難ビルに関する情報 など 

 

       全市版（１種類）          校区版（１０種類） 
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＜啓発面＞ 

・津波避難対象地域・津波注意地域の設定、地震発生から津波避難までの行動  

   ・津波等に関する情報入手方法など 

 

   ・津波避難の基本方針（津波避難８カ条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 ・津波からの避難について話し合いましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 避難路及び避難経路沿いに標高表示看板を設置し、日頃

から住民がその周辺の地盤高を確認し、津波襲来時に安

全な場所へ避難できるよう意識啓発を行います。 

 

 

 

 

 

③ 市民や団体に対し、津波に関する基礎的な知識の啓発を行うため、出前講座等を

開催します。 
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④ 津波啓発看板の設置 

津波避難対象地域および津波注意地域内の駅

前や小学校など市民の皆様や来訪者が集う場所

に、普段から津波への避難意識を醸成するため、

津波リスク情報や避難方法を示す啓発看板を設

置し啓発を行います。 

啓発看板イメージ 

⑤ 校区自治連合会や自主防災組織が連携し、校区単位で津波避難訓練を実施するほ 

か、津波避難対象地域に所在する複数の校区等が、広域的かつ相互に協力し、津 

波率先避難等協力事業所や福祉関連施設等を参画させ合同で津波避難訓練を実 

施しています。 

    
 

⑥ 学校園における津波防災教育を実施します。 

   学校園は、幼児、児童、生徒に対し、将来にわたる高い防災意識の基礎を築く

ため、津波防災教育を実施します。 

   また、市全体の防災対策を踏まえて、各学校園の実情に応じた組織的な津波避

難訓練等を実施するとともに、ＰＴＡや校区自治連合協議会と連携し、地域人材

の活用や地域の防災訓練への参加など、より効果的な津波防災教育を推進します。 

 

 ⑦ 防災意識の継続 

    訓練や日々の心構えを常に意識し、災害の教訓を伝承する努力が必要であり、

市からの防災に関する情報をはじめ、市民の皆様自らが防災への意識を維持し、

さらに向上させる努力が重要です。 

 

 

 

 

【擁護璽】 

大浜公園には擁護璽という記念石碑があり、安政元年

（1854年）に発生した安政南海地震による「地震と津

波」の恐ろしさとともに、当時の堺の人々がどのよう

に津波災害に対応したかが刻まれています。 
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第９章 各校区における避難計画  

９－１ 校区カルテ記載内容 

津波浸水想定地域内の各校区について、ワークショップの内容を踏まえて校区単位の避

難に関する内容をカルテに整理しました。 

なお、記載内容は以下のとおりです。 
 

① 校区概要 

校区人口、避難目標までの概ねの距離並びに地盤高を記載しました。 
 

② 避難路 

校区の主な避難路として、東西・南北の幹線道路を記載しました。 
 

③ 基本的な避難方法 

ワークショップでの避難経路検討により、津波浸水想定地域にある校区を南北などのエ

リアに分けて避難経路を記載しました。 

 

９－２ 校区カルテ 

各校区のカルテを、次頁以降に記載しました。 

なお、避難経路概念図の凡例は、下記のとおりです。 

 

名称 凡例 

校区界 
 

避難エリア 
 

避難目標 
 

避難経路  
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三宝校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：14,729人 

世帯数：6,696世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：14,729人 

世帯数：6,696世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約2.1㎞ 

 

東部は約1.2㎞ 

西部は約2.7㎞ 

0m～4m 

校区の全域が浸

水想定区域に含

まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～3.0m未

満 

【東西幹線道路】 

・大堀堺線 

・三宝高須線 

・三宝向陽線 

・堺大和高田線 

 

 

【南北幹線道路】 

・国道26号 

・大阪臨海線 

【北部エリア】 

三宝高須線で東へ 

浅香山駅及び大堀堺

線を経て避難目標へ 

 

【中部エリア】 

大堀堺線で避難目標

へ 

・浅香山小学校、浅香山

中学校、浅香山病院方面 

（約2.4㎞、10～11ｍ） 

【南部エリア】 

三宝向陽線（妙国寺

北側の道路）及び、

堺大和高田線で東へ 

・三国ヶ丘方面 

（約2.2㎞、13m以上） 

避難経路概念図 

 



25 

 

錦西校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：7,259人 

世帯数：3,423世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：7,259人 

世帯数：3,423世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約0.8㎞ 

 

東部は約0.7㎞ 

西部は約1.1㎞ 

2m～5m 

校区の西側の一

部が浸水想定区

域に含まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～2.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・大堀堺線 

・堺大和高田線 

・三宝高須線 

・三宝向陽線 

 

 

【南北幹線道路】 

・大道筋 

・錦出島線 

【北部エリア】 

三宝高須線で東へ 

浅香山駅及び大堀堺

線を経て避難目標へ 

 

【中部エリア】 

大堀堺線（浅香山通）

で浅避難目標へ 

・浅香山小学校、浅香山

中学校、浅香山病院方面 

（約1.4㎞、10～11m） 

【南部エリア】 

三宝向陽線（妙国寺

北側の道路）及び、

堺大和高田線で避難

目標へ 

・三国ヶ丘方面 

（約1.6㎞、13m以上） 

・方違神社 

（約1.6㎞、13m以上） 

避難経路概念図 

 



26 

 

 

市校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：8,446人 

世帯数：4,602世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：8,446人 

世帯数：4,602世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約1.6㎞ 

 

東部は約1.1㎞ 

西部は約2.4㎞ 

0m～5m 

校区の全域が浸

水想定区域に含

まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～3.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・堺大和高田線 

・大小路線 

・国道26号及び

国道310号 

（ﾌｪﾆｯｸｽ通） 

 

 

【南北幹線道路】 

・大道筋 

・国道26号 

【北部エリア】 

堺大和高田線、戎島

町 10 号線等の道路

で東へ 

 

 

 

 

【南部エリア】 

国道26号、宿院北2

号線等で東へ 

・三国ヶ丘方面 

（約2.0㎞、13m以上） 

避難経路概念図 

 



27 

 

湊校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：3178人 

世帯数：1,556世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：2,820人 

世帯数：1,391世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：358人 

世帯数：165世帯 

校区中心部から

約0.2㎞ 

 

東部は約0㎞ 

西部は約0.6㎞ 

2m～7m 

校区のほぼ半分

が浸水想定区域

に含まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～1.0m未

満） 

【東西幹線道路】 

・深井畑山宿院線 

（御陵通） 

・出島旭ヶ丘線 

（塩穴通） 

 

 

【南北幹線道路】 

・国道26号 

（第二阪和） 

・東湊浜寺石津線 

【北部エリア】 

深井畑山宿院線（御

陵通）、大仙西小学校

南側の道路で東へ 

 

 

 

【南部エリア】 

出島旭ヶ丘線（塩穴

通）で東へ 

・大仙公園 

（約1.6㎞、13ｍ以上） 

避難経路概念図 

 



28 

 

 

湊西校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：8,712人 

世帯数：4,194世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：8,712人 

世帯数：4,194世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約0.9㎞ 

 

東部は約0.7㎞ 

西部は約1.1㎞ 

1m～3m 

校区の全域が浸

水想定地域に含

まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～2.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・深井畑山宿院線 

（御陵通） 

・出島旭ヶ丘線 

（塩穴通） 

 

 

【南北幹線道路】 

― 

【北部エリア】 

紀州街道等で北上

し、深井畑山宿院線

（御陵通）で東へ 

 

【中部エリア】 

紀州街道を通って南

下し、出島旭ヶ丘（塩

穴通）で東へ 

・大仙公園 

（約2.1㎞、13ｍ以上） 

【南部エリア】 

紀州街道を通って南

下し、堺狭山線（泉

北1号線）で東へ 

・履中天皇陵古墳方面 

（約2.2㎞、13m以上） 

避難経路概念図 

 



29 

 

 

英彰校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：13,849人 

世帯数：7,314世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：13,849人 

世帯数：7,314世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約0.9㎞ 

 

東部は約0.3㎞ 

西部は約1.3㎞ 

1m～5m 

校区の全域が浸

水想定区域に含

まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～2.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・国道26号及び

310号 

（ﾌｪﾆｯｸｽ通） 

・大浜陵西線 

・深井畑山宿院線 

（御陵通） 

・出島旭ヶ丘線 

（塩穴通） 

 

 

【南北幹線道路】 

・堺狭山線 

（旧国道26号） 

・錦出島線 

・大道筋 

【北部エリア】 

国道26号及び310号

（ﾌｪﾆｯｸｽ通）、大浜陵

西線で東へ 

 

 

【中部エリア】 

深井畑山宿院線（御

陵通）で東へ 

 

 

【南部エリア】 

深井畑山宿院線（御

陵通）、出島旭ヶ丘線

（塩穴通）で東へ 

・大仙公園 

（約2.5～3.1㎞、13ｍ以

上） 

避難経路概念図 
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浜寺石津校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：11,701人 

世帯数：6,005世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：11,701人 

世帯数：6,005世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約１㎞ 

 

東部は約0.5㎞ 

西部は約1.5㎞ 

0～5m前後 

校区のほぼ全体

が津波浸水想定

区域に含まれ

る。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～3.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・堺狭山線 

（泉北1号線） 

・大阪高石線 

（ときはま線） 

 

 

【南北幹線道路】 

・堺阪南線 

（旧国道26号） 

・東湊浜寺石津線 

・国道26号 

（第二阪和） 

【北部エリア】 

堺狭山線（泉北1号

線）等で東へ 

 

【中部及び石津川沿

いエリア】 

エリア内一般道路、

石津川停車場石津線

（川沿いの府道）等

で東へ 

・ﾗｲﾌ・ｴﾃ゙ ｨｵﾝ・ｺー ﾅﾝ 

（約1.2㎞、7～9m） 

・神石小学校 

（約1.2㎞､8～10m） 

・賢明学院 

（約1.6㎞、13m以上） 

・霞ヶ丘公園 

（約1.9㎞、13m以上） 

・ＪＲ阪和線上野芝駅 

（約2.3㎞､13m以上） 

【石津川左岸エリア】 

紀州街道を経由し、

大阪高石線（ときは

ま線）で南へ 

・浜寺中学校 

（約1.8㎞、9～11m） 

避難経路概念図 

 



31 

 

 

浜寺校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：9,647人 

世帯数：4,332世帯 

 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：9,647人 

世帯数：4,332世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：0人 

世帯数：0世帯 

校区中心部から

約１.2㎞ 

 

東部は約0.7㎞ 

西部は約1.5㎞ 

0～3m前後 

校区のほぼ全域

が浸水想定地域

に含まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～3.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・大阪高石線 

（ときはま線） 

・浜寺諏訪森西

24号線 

 

 

【南北幹線道路】 

・堺阪南線 

（旧国道26号） 

 

【東部エリア】 
大阪高石線(ときは
ま線)で東へ 
 
 
【中部エリア】 
紀州街道、堺阪南線
（旧国道26号）で南
へ 
大阪高石線（ときは
ま線）で東へ 
 
 
【西部エリア】 
堺阪南線（旧国道26
号）で南へ 
大阪高石線（ときは
ま線）で東へ 

・浜寺中学校 
（約1.5㎞、9～11m） 

避難経路概念図 
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浜寺東校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：7,880人 

世帯数：3,497世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：2,573人 

世帯数：1,106世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：5,307人 

世帯数：2,391世帯 

校区中心部から

約0.7㎞ 

 

東部は約0～0.2

㎞ 

西部は約1.0㎞ 

3～10m 

北西の校区の一

部が浸水想定区

域に含まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～2.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・諏訪森神野線 

・大阪高石線 

（ときはま線） 

 

 

【南北幹線道路】 

・国道26号 

（第二阪和） 

・大阪和泉泉南線 

【東部エリア】 

諏訪森神野線、エリ

ア内一般道路で、浜

寺中学校へ、また状

況を見て大鳥大社へ 

 

 

【中・西部エリア】 

エリア内一般道路で

浜寺中学校へ 

また状況を見て大鳥

大社へ 

・浜寺中学校 

（約 0.5～0.6 ㎞、9～

11m） 

・大鳥大社方面 

（約1.3㎞、13m以上） 

避難経路概念図 
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浜寺昭和校区 

校区概要 
市が指定する 

避難路 

基本的な避難方法 

人口 

（平成25年4月住基） 

避難目標 

迄の距離 
地盤高 

対象区域と 

避難経路 

避難目標 

（距離・地盤高） 

【校区全域】 

人口：11,865人 

世帯数：4,825世帯 

 

 

【津波避難対象地域】 

人口：5,324人 

世帯数：2,076世帯 

 

 

【津波注意地域】 

人口：5,237人 

世帯数：2,154世帯 

校区中心部から

約0.2～0.3㎞ 

 

東部は6.8m以上 

西部は約0.8㎞ 

0～11m 

校区の東部以外

が浸水想定地域

に含まれる。 

 

 

【浸水深】 

0.01m～3.0m 未

満 

【東西幹線道路】 

・大阪高石線 

（ときはま線） 

・大阪高石線 

（大鳥街道） 

 

 

【南北幹線道路】 

・堺阪南線 

（旧国道26号） 

・桜道 

・国道26号 

（第二阪和） 

【北部エリア】 

大阪高石線（ときは

ま線）で東へ 

・浜寺中学校 

（約0.6㎞、9～11m） 

・日鐵運輸浜寺社宅 

（約0.5㎞、7～8m） 

・イトーヨーカドー 

（約1.4㎞、7～9m） 

【中・南部エリア】 

大阪高石線（大鳥街

道）、エリア内一般道

路、JR羽衣線沿いの

道路で東へ 

エリア内一般道路で

南へ 

・浜寺元町中央防災公園、浜
寺元町公民館 
(約0.4㎞、9～10m) 
・鳳北町公園 
（約0.9㎞、13m以上） 
・寿楽苑・元町グラウンド 
(約0.4㎞、9～10m) 
・大鳥大社 
（約1.0㎞、13m以上） 
・浜寺南中学校 
(約0.4㎞、8～10m) 
・鳳小学校 
(約1.2㎞、13m以上) 
・羽衣国際大学 
(約o.5㎞、7～9m) 
・JR阪和線鳳駅 
(約1.5㎞、13m以上) 

避難経路概念図 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

巻末資料―1 

 

[津波避難対象地域] * ：　一部エリアが対象 [津波避難対象地域] * ：　一部エリアが対象 [津波避難対象地域] * ：　一部エリアが対象

町丁名 区 校区 町丁名 区 校区 町丁名 区 校区

寺地町西1丁 堺区 英彰 北旅籠町西3丁 堺区 錦西 竜神橋町2丁 堺区 市

寺地町西2丁 堺区 英彰 柳之町西1丁 堺区 錦西 石津町4丁 * 堺区 神石

寺地町西3丁 堺区 英彰 柳之町西2丁 堺区 錦西 大仙西町1丁 堺区 大仙西

寺地町西4丁 堺区 英彰 柳之町西3丁 堺区 錦西 高砂町1丁 * 堺区 湊

宿院町西1丁 堺区 英彰 塩浜町 堺区 三宝 春日通1丁 堺区 湊

宿院町西2丁 堺区 英彰 海山町1丁 堺区 三宝 春日通2丁 堺区 湊

宿院町西3丁 堺区 英彰 海山町2丁 堺区 三宝 春日通3丁 堺区 湊

宿院町西4丁 堺区 英彰 海山町3丁 堺区 三宝 春日通4丁 堺区 湊

出島海岸通1丁 堺区 英彰 海山町4丁 堺区 三宝 昭和通1丁 堺区 湊

出島海岸通2丁 堺区 英彰 海山町5丁 堺区 三宝 昭和通2丁 堺区 湊

出島海岸通3丁 堺区 英彰 海山町6丁 堺区 三宝 昭和通3丁 堺区 湊

出島海岸通4丁 堺区 英彰 海山町7丁 堺区 三宝 昭和通4丁 堺区 湊

出島西町 堺区 英彰 三宝町1丁 堺区 三宝 昭和通5丁 堺区 湊

出島浜通 堺区 英彰 三宝町2丁 堺区 三宝 昭和通6丁 堺区 湊

少林寺町西1丁 堺区 英彰 三宝町3丁 堺区 三宝 菅原通1丁 堺区 湊

少林寺町西2丁 堺区 英彰 三宝町4丁 堺区 三宝 菅原通2丁 堺区 湊

少林寺町西3丁 堺区 英彰 三宝町5丁 堺区 三宝 菅原通3丁 堺区 湊

少林寺町西4丁 堺区 英彰 三宝町6丁 堺区 三宝 菅原通4丁 堺区 湊

新在家町西1丁 堺区 英彰 三宝町7丁 堺区 三宝 菅原通5丁 堺区 湊

新在家町西2丁 堺区 英彰 三宝町8丁 堺区 三宝 東湊町1丁 堺区 湊

新在家町西3丁 堺区 英彰 三宝町9丁 堺区 三宝 東湊町2丁 堺区 湊

新在家町西4丁 堺区 英彰 山本町1丁 堺区 三宝 東湊町3丁 堺区 湊

大浜西町 堺区 英彰 山本町2丁 堺区 三宝 東湊町4丁 * 堺区 湊

大浜中町1丁 堺区 英彰 山本町3丁 堺区 三宝 東湊町5丁 * 堺区 湊

大浜中町2丁 堺区 英彰 山本町4丁 堺区 三宝 東湊町6丁 * 堺区 湊

大浜中町3丁 堺区 英彰 山本町5丁 堺区 三宝 八幡通1丁 堺区 湊

大浜南町1丁 堺区 英彰 山本町6丁 堺区 三宝 八幡通2丁 堺区 湊

大浜南町2丁 堺区 英彰 匠町 堺区 三宝 八幡通3丁 堺区 湊

大浜南町3丁 堺区 英彰 松屋大和川通1丁 堺区 三宝 老松町1丁 * 堺区 湊

大浜北町1丁 堺区 英彰 松屋大和川通2丁 堺区 三宝 出島町1丁 堺区 湊西

大浜北町2丁 堺区 英彰 松屋大和川通3丁 堺区 三宝 出島町2丁 堺区 湊西

大浜北町3丁 堺区 英彰 松屋大和川通4丁 堺区 三宝 出島町3丁 堺区 湊西

大浜北町4丁 堺区 英彰 松屋町1丁 堺区 三宝 出島町4丁 堺区 湊西

中之町西1丁 堺区 英彰 松屋町2丁 堺区 三宝 出島町5丁 堺区 湊西

中之町西2丁 堺区 英彰 神南辺町1丁 堺区 三宝 西湊町1丁 堺区 湊西

中之町西3丁 堺区 英彰 神南辺町2丁 堺区 三宝 西湊町2丁 堺区 湊西

中之町西4丁 堺区 英彰 神南辺町3丁 堺区 三宝 西湊町3丁 堺区 湊西

南半町西1丁 堺区 英彰 神南辺町4丁 堺区 三宝 西湊町4丁 堺区 湊西

南半町西2丁 堺区 英彰 神南辺町5丁 堺区 三宝 西湊町5丁 堺区 湊西

南半町西3丁 堺区 英彰 神南辺町6丁 堺区 三宝 西湊町6丁 堺区 湊西

南半町西4丁 堺区 英彰 船堂町2丁 堺区 三宝 楠町1丁 堺区 湊西

南旅篭町西1丁 堺区 英彰 鉄砲町 堺区 三宝 楠町2丁 堺区 湊西

南旅篭町西2丁 堺区 英彰 南島町1丁 堺区 三宝 楠町3丁 堺区 湊西

南旅篭町西3丁 堺区 英彰 南島町2丁 堺区 三宝 楠町4丁 堺区 湊西

南旅篭町西4丁 堺区 英彰 南島町3丁 堺区 三宝 柏木町1丁 堺区 湊西

綾之町東1丁 * 堺区 錦 南島町4丁 堺区 三宝 柏木町2丁 堺区 湊西

桜之町東1丁 堺区 錦 南島町5丁 堺区 三宝 柏木町3丁 堺区 湊西

北半町東 * 堺区 錦 緑町1丁 堺区 三宝 柏木町4丁 堺区 湊西

北旅籠町東1丁 堺区 錦 緑町2丁 堺区 三宝 浜寺諏訪森町西1丁 西区 浜寺

綾之町西1丁 堺区 錦西 緑町3丁 堺区 三宝 浜寺諏訪森町西2丁 西区 浜寺

綾之町西2丁 堺区 錦西 緑町4丁 堺区 三宝 浜寺諏訪森町西3丁 西区 浜寺

綾之町西3丁 堺区 錦西 栄橋町1丁 堺区 市 浜寺諏訪森町西4丁 西区 浜寺

錦之町西1丁 堺区 錦西 栄橋町2丁 堺区 市 浜寺諏訪森町中1丁 西区 浜寺

錦之町西2丁 堺区 錦西 櫛屋町西1丁 堺区 市 浜寺諏訪森町中2丁 西区 浜寺

錦之町西3丁 堺区 錦西 熊野町西1丁 堺区 市 浜寺諏訪森町中3丁 西区 浜寺

九間町西1丁 堺区 錦西 熊野町西2丁 堺区 市 浜寺諏訪森町東1丁 * 西区 浜寺

九間町西2丁 堺区 錦西 熊野町西3丁 堺区 市 浜寺諏訪森町東2丁 * 西区 浜寺

九間町西3丁 堺区 錦西 甲斐町西1丁 堺区 市 浜寺諏訪森町東3丁 * 西区 浜寺

材木町西1丁 堺区 錦西 甲斐町西2丁 堺区 市 浜寺石津町西5丁 西区 浜寺

材木町西2丁 堺区 錦西 甲斐町西3丁 堺区 市 浜寺石津町中5丁 西区 浜寺

材木町西3丁 堺区 錦西 市之町西1丁 堺区 市 浜寺公園町1丁 西区 浜寺昭和

桜之町西1丁 堺区 錦西 市之町西2丁 堺区 市 浜寺公園町2丁 西区 浜寺昭和

桜之町西2丁 堺区 錦西 市之町西3丁 堺区 市 浜寺公園町3丁 西区 浜寺昭和

桜之町西3丁 堺区 錦西 住吉橋町1丁 堺区 市 浜寺公園町4丁 西区 浜寺昭和

七道西町 堺区 錦西 住吉橋町2丁 堺区 市 浜寺昭和町1丁 西区 浜寺昭和

七道東町 堺区 錦西 戎島町1丁 堺区 市 浜寺昭和町2丁 西区 浜寺昭和

車之町西1丁 堺区 錦西 戎島町2丁 堺区 市 浜寺昭和町3丁 西区 浜寺昭和

車之町西2丁 堺区 錦西 戎島町3丁 堺区 市 浜寺昭和町4丁 西区 浜寺昭和

車之町西3丁 堺区 錦西 戎島町4丁 堺区 市 浜寺昭和町5丁 西区 浜寺昭和

宿屋町西1丁 堺区 錦西 戎島町5丁 堺区 市 浜寺南町1丁 * 西区 浜寺昭和

宿屋町西2丁 堺区 錦西 戎之町西1丁 堺区 市 石津西町 西区 浜寺石津

宿屋町西3丁 堺区 錦西 戎之町西2丁 堺区 市 築港新町1丁 西区 浜寺石津

神明町西1丁 堺区 錦西 大町西1丁 堺区 市 築港新町2丁 西区 浜寺石津

神明町西2丁 堺区 錦西 大町西2丁 堺区 市 築港新町3丁 西区 浜寺石津

神明町西3丁 堺区 錦西 大町西3丁 堺区 市 築港新町4丁 西区 浜寺石津

並松町 堺区 錦西 大浜北町5丁 堺区 市 浜寺石津町西1丁 西区 浜寺石津

北半町西 堺区 錦西 築港南町 堺区 市 浜寺石津町西2丁 西区 浜寺石津

北旅籠町西1丁 堺区 錦西 北波止町 堺区 市 浜寺石津町西3丁 西区 浜寺石津

北旅籠町西2丁 堺区 錦西 竜神橋町1丁 堺区 市 浜寺石津町西4丁 西区 浜寺石津  

津波避難対象地域・津波注意地域 町丁一覧（１／２） 



 

巻末資料―2 

 

[津波避難対象地域] * ：　一部エリアが対象 [津波注意地域] * ：　一部エリアが対象 [津波注意地域] * ：　一部エリアが対象

町丁名 区 校区 町丁名 区 校区 町丁名 区 校区

浜寺石津町中1丁 西区 浜寺石津 南清水町2丁 堺区 錦綾 中之町東1丁 堺区 少林寺

浜寺石津町中2丁 西区 浜寺石津 南清水町3丁 堺区 錦綾 中之町東2丁 堺区 少林寺

浜寺石津町中3丁 西区 浜寺石津 北庄町1丁 堺区 錦綾 中之町東3丁 堺区 少林寺

浜寺石津町中4丁 西区 浜寺石津 北庄町2丁 堺区 錦綾 中之町東4丁 堺区 少林寺

浜寺石津町東1丁 * 西区 浜寺石津 北庄町3丁 堺区 錦綾 南安井町1丁 堺区 少林寺

浜寺石津町東2丁 * 西区 浜寺石津 北清水町1丁 堺区 錦綾 南半町東1丁 堺区 少林寺

浜寺石津町東3丁 * 西区 浜寺石津 北清水町2丁 堺区 錦綾 南半町東2丁 堺区 少林寺

浜寺石津町東4丁 西区 浜寺石津 北清水町3丁 堺区 錦綾 南旅篭町東1丁 堺区 少林寺

浜寺石津町東5丁 西区 浜寺東 櫛屋町東1丁 堺区 熊野 南旅篭町東2丁 堺区 少林寺

浜寺船尾町西1丁 * 西区 浜寺東 櫛屋町東2丁 堺区 熊野 南旅篭町東3丁 堺区 少林寺

浜寺船尾町東1丁 西区 浜寺東 櫛屋町東3丁 堺区 熊野 南旅篭町東4丁 堺区 少林寺

櫛屋町東4丁 堺区 熊野 賑町1丁 * 堺区 少林寺

[津波注意地域] * ：　一部エリアが対象 熊野町東1丁 堺区 熊野 八千代通 * 堺区 少林寺

町丁名 区 校区 熊野町東2丁 堺区 熊野 文珠橋通 * 堺区 少林寺

一条通 * 堺区 安井 熊野町東3丁 堺区 熊野 霞ヶ丘町4丁 * 堺区 神石

永代町3丁 堺区 安井 熊野町東4丁 堺区 熊野 神石市之町 * 堺区 神石

永代町4丁 堺区 安井 熊野町東5丁 堺区 熊野 石津町1丁 堺区 神石

永代町5丁 * 堺区 安井 甲斐町東1丁 堺区 熊野 石津町2丁 * 堺区 神石

永代町6丁 堺区 安井 甲斐町東2丁 堺区 熊野 石津町3丁 * 堺区 神石

翁橋町1丁 堺区 安井 甲斐町東3丁 堺区 熊野 石津北町 * 堺区 神石

翁橋町2丁 堺区 安井 甲斐町東4丁 堺区 熊野 香ヶ丘町1丁 * 堺区 浅香山

神保通 * 堺区 安井 甲斐町東5丁 堺区 熊野 香ヶ丘町3丁 * 堺区 浅香山

中安井町1丁 堺区 安井 甲斐町東6丁 堺区 熊野 香ヶ丘町4丁 * 堺区 浅香山

中安井町2丁 堺区 安井 市之町東1丁 堺区 熊野 香ヶ丘町5丁 * 堺区 浅香山

中安井町3丁 堺区 安井 市之町東2丁 堺区 熊野 今池町1丁 * 堺区 浅香山

南安井町2丁 堺区 安井 市之町東3丁 堺区 熊野 今池町2丁 * 堺区 浅香山

南安井町3丁 堺区 安井 市之町東4丁 堺区 熊野 五条通 * 堺区 大仙

南安井町4丁 堺区 安井 市之町東5丁 堺区 熊野 三条通 * 堺区 大仙

南安井町5丁 堺区 安井 市之町東6丁 堺区 熊野 四条通 * 堺区 大仙

南安井町6丁 堺区 安井 戎之町東1丁 堺区 熊野 二条通 * 堺区 大仙

賑町2丁 * 堺区 安井 戎之町東2丁 堺区 熊野 六条通 * 堺区 大仙

賑町3丁 * 堺区 安井 戎之町東3丁 堺区 熊野 協和町1丁 堺区 大仙西

賑町4丁 * 堺区 安井 戎之町東4丁 堺区 熊野 協和町2丁 * 堺区 大仙西

北安井町 堺区 安井 戎之町東5丁 堺区 熊野 協和町3丁 * 堺区 大仙西

五月町 * 堺区 榎 宿院町東1丁 堺区 熊野 協和町4丁 * 堺区 大仙西

南三国ヶ丘町1丁 * 堺区 榎 宿院町東2丁 堺区 熊野 大仙西町2丁 堺区 大仙西

綾之町東2丁 堺区 錦 宿院町東3丁 堺区 熊野 大仙西町3丁 堺区 大仙西

錦之町東1丁 堺区 錦 宿院町東4丁 堺区 熊野 大仙西町4丁 * 堺区 大仙西

錦之町東2丁 堺区 錦 新町 堺区 熊野 高砂町2丁 堺区 湊

九間町東1丁 堺区 錦 大町東1丁 堺区 熊野 高砂町3丁 堺区 湊

九間町東2丁 堺区 錦 大町東2丁 堺区 熊野 高砂町4丁 * 堺区 湊

九間町東3丁 堺区 錦 大町東3丁 堺区 熊野 老松町2丁 堺区 湊

材木町東1丁 堺区 錦 大町東4丁 堺区 熊野 老松町3丁 堺区 湊

材木町東2丁 堺区 錦 中瓦町1丁 堺区 熊野 上野芝町5丁 * 西区 上野芝

材木町東3丁 堺区 錦 中瓦町2丁 堺区 熊野 上野芝町7丁 * 西区 上野芝

材木町東4丁 堺区 錦 南花田口町1丁 堺区 熊野 上野芝町8丁 * 西区 上野芝

桜之町東2丁 堺区 錦 南花田口町2丁 堺区 熊野 神野町1丁 * 西区 上野芝

車之町東1丁 堺区 錦 南瓦町 堺区 熊野 下田町 * 西区 津久野

車之町東2丁 堺区 錦 南向陽町1丁 堺区 熊野 宮下町 * 西区 津久野

車之町東3丁 堺区 錦 南向陽町2丁 堺区 熊野 神石市之町 * 西区 津久野

宿屋町東1丁 堺区 錦 北花田口町1丁 堺区 熊野 津久野町2丁 * 西区 津久野

宿屋町東2丁 堺区 錦 北花田口町2丁 堺区 熊野 津久野町3丁 * 西区 津久野

宿屋町東3丁 堺区 錦 北花田口町3丁 堺区 熊野 浜寺元町1丁 西区 浜寺昭和

神明町東1丁 堺区 錦 北瓦町1丁 堺区 熊野 浜寺元町2丁 * 西区 浜寺昭和

神明町東2丁 堺区 錦 北瓦町2丁 堺区 熊野 浜寺元町3丁 * 西区 浜寺昭和

神明町東3丁 堺区 錦 三国ヶ丘御幸通 * 堺区 三国丘 浜寺元町4丁 * 西区 浜寺昭和

中向陽町1丁 堺区 錦 中三国ヶ丘町1丁 * 堺区 三国丘 浜寺元町5丁 * 西区 浜寺昭和

中向陽町2丁 堺区 錦 中田出井町1丁 * 堺区 三国丘 浜寺南町2丁 * 西区 浜寺昭和

南庄町1丁 堺区 錦 南田出井町1丁 * 堺区 三国丘 浜寺船尾町西2丁 西区 浜寺東

南庄町2丁 堺区 錦 北三国ヶ丘町1丁 * 堺区 三国丘 浜寺船尾町西3丁 西区 浜寺東

北向陽町1丁 堺区 錦 北田出井町1丁 * 堺区 三国丘 浜寺船尾町西4丁 西区 浜寺東

北向陽町2丁 堺区 錦 旭通 * 堺区 少林寺 浜寺船尾町西5丁 * 西区 浜寺東

北旅籠町東2丁 堺区 錦 永代町1丁 堺区 少林寺 浜寺船尾町東2丁 西区 浜寺東

柳之町東1丁 堺区 錦 永代町2丁 堺区 少林寺 浜寺船尾町東3丁 西区 浜寺東

柳之町東2丁 堺区 錦 京町通 * 堺区 少林寺 浜寺船尾町東4丁 西区 浜寺東

遠里小野町1丁 堺区 錦綾 御陵通 * 堺区 少林寺 鳳北町10丁 * 西区 鳳

遠里小野町2丁 堺区 錦綾 幸通 * 堺区 少林寺 鳳北町9丁 * 西区 鳳

遠里小野町3丁 堺区 錦綾 寺地町東1丁 堺区 少林寺

遠里小野町4丁 * 堺区 錦綾 寺地町東2丁 堺区 少林寺

錦綾町1丁 堺区 錦綾 寺地町東3丁 堺区 少林寺

錦綾町2丁 堺区 錦綾 寺地町東4丁 堺区 少林寺

錦綾町3丁 堺区 錦綾 少林寺町東1丁 堺区 少林寺

高須町1丁 堺区 錦綾 少林寺町東2丁 堺区 少林寺

高須町2丁 堺区 錦綾 少林寺町東3丁 堺区 少林寺

高須町3丁 堺区 錦綾 少林寺町東4丁 堺区 少林寺

砂道町1丁 堺区 錦綾 新在家町東1丁 堺区 少林寺

砂道町2丁 堺区 錦綾 新在家町東2丁 堺区 少林寺

砂道町3丁 堺区 錦綾 新在家町東3丁 堺区 少林寺

南清水町1丁 堺区 錦綾 新在家町東4丁 堺区 少林寺  

津波避難対象地域・津波注意地域 町丁一覧（２／２） 
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H25.12月末現在

施設名称 棟数 所在地 校区 時間指定状況

三宝小学校 2 堺区三宝町5-286 三宝

月州中学校 2 堺区神南辺町1-1 三宝

三宝下水処理場 1 堺区松屋大和川通4-147-1 三宝

㈱高速オフセット堺工場 1 堺区松屋大和川通3-132 三宝

メゾンドール堺 3 堺区神南辺町2-76-1 三宝

山九株式会社　堺支店 1 堺区松屋町1-6-7 三宝 平日8:30～17:00

山九株式会社　さかい寮 1 堺区三宝町6-324-1 三宝 9:00～22:30

日鉄住金テックスエンジ㈱　堺支店 1 堺区緑町4-156 三宝 平日8:30～17:00

(株)日新　堺ロジスティクスセンター 1 堺区築港八幡町138-3 三宝

クボタ・アルファコート堺 1 堺区山本町5-95 三宝 6:00～22:00

サンメゾン堺 1 堺区三宝町1丁10-1 三宝

リーガル堺Ⅱ 1 堺区三宝町5-291 三宝

東急ドエル・アルス堺フェニックス 1 堺区海山町１-7-2 三宝

クリーンセンター臨海工場 1 堺区築港八幡町1-70外 三宝

ブランズ堺七道 1 堺区三宝町2-150-1 三宝

ヴェルドール堺 1 堺区三宝町6-314-4 三宝

アステージ堺 1 堺区山本町2-56-1 三宝

アーバンビュー堺プレミアムコート 3 堺区山本町1-20-1 三宝

錦西小学校 1 堺区神明町西2-1-1 錦西

七道並松東住宅　2棟 1 堺区七道東町132-22 錦西

ロイヤルパレス 1 堺区神明町西1-1-7 錦西

ポルト堺Ⅰ 1 堺区宿屋町西3-1-2 錦西

ポルト堺Ⅱ 1 堺区宿屋町西3-1-27 錦西

ファミール堺 3 堺区七道東町182-3 錦西

ロイヤルコートビルⅢ 1 堺区車之町西2-2-32 錦西 8:00～21:00

ロイヤルコートビルⅡ 1 堺区車之町西1-1-26 錦西

ロイヤルコートビル 1 堺区車之町西2-2-5 錦西 8:00～21:00

グラン・コート堺九間町 1 堺区九間町西2-1-1 錦西

メゾンドール堺ザビエル公園 1 堺区材木町西2-2-10 錦西

市小学校 2 堺区市之町西3-1-14 市

ホテル・アゴーラリージェンシー堺 1 堺区戎島町4-45-1 市

シティホテルサンプラザ 2 堺区竜神橋町1-1-20 市

大阪ガス㈱　堺ガスビル 1 堺区住吉橋町2-2-19 市

府営堺戎島住宅 2 堺区戎島町1 市

スーパーホテル堺マリティマ 1 堺区大町西3-4-1 市

株式会社サンユー都市開発 1 堺区甲斐町西1-1-31 市 9:00～19:00

堺東京海上日動ビル 1 堺区熊野町西2-1-3 市 平日9:00～17:00

コンフォートホテル堺 1 堺区竜神橋町1-5-1 市

ニューライフ堺 1 堺区住吉橋町1-7-15 市

堺化学本社ビル 1 堺区戎島町5-2 市 平日9:00～17:40 年末年始除く

フクダ電子南近畿販売㈱　本社ビル 1 堺区大町西1-1-25 市 平日8:50～17:30 

ロイヤルコート６番館 1 堺区熊野町西1-2-15 市

ロイヤルコート５番館 1 堺区戎之町西2-2-3 市

ロイヤルコート３番館 1 堺区戎之町西2-2-5 市

アパガーデンコートザビエルパーク 1 堺区熊野町西2-2-12 市

プラットプラット 1 堺区戎島町3-22-１ 市 7:00～24:00

エル・アバンダント堺 1 堺区竜神橋町2-3-9 市

堺駅前アーバンコンフォート 2 堺区戎島町3-22-4 市

プロパレス堺駅前ピラーステージ 1 堺区栄橋町2-1-24 市

レックスシティ堺駅前 1 堺区栄橋町2-1-10 市

錦綾小学校 2 堺区錦綾町1-6-19 錦綾

砂道住宅 1 堺区砂道町1-15 錦綾

堺文化保育園 1 堺区錦綾町1-3-17 錦綾

敬愛シビックホール堺 1 堺区砂道町3-１-12 錦綾

協和発酵キリン㈱堺工場 2 堺区高須町1-1-53 錦綾

レックスガーデン堺東 1 堺区錦綾町3-8-1 錦綾

関西大学堺キャンパス 1 堺区香ヶ丘町1-11-1 浅香山

錦小学校 3 堺区九間町東3-1-17 錦

アファームドⅠ 1 堺区北半町東1-7 錦

泉陽高等学校 1 堺区車之町東3-2-1 錦

熊野小学校 1 堺区熊野町東5-1-49 熊野

殿馬場中学校 2 堺区櫛屋町東3-2-1 熊野

女性センター 1 堺区宿院町東4-1-27 熊野

堺市総合福祉会館 1 堺区南瓦町2-1 熊野

ホテル第一堺 1 堺区南向陽町2-2-25 熊野

ダイワロイネットホテル堺東 1 堺区新町5-13 熊野

ホテル1-2-3堺 1 堺区大町東4-2-30 熊野

OPH堺戎之町 1 堺区戎之町東4-3-2 熊野

ロイヤルコート８番館 1 堺区戎之町東1-1-7 熊野

英彰小学校 3 堺区寺地町西4-1-1 英彰  

津波避難ビル一覧（１／２） 
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大浜中学校 4 堺区大浜南町2-4-1 英彰

出島下水道管理事務所 1 堺区出島浜通1-1 英彰

シティホテル青雲荘 2 堺区出島海岸通2-4-14 英彰

ホテルサンルート堺 1 堺区少林寺町西1-1-1 英彰

OPH大浜 1 堺区大浜北町2-6-10 英彰

府営堺寺地住宅 1 堺区寺地町西2-2-25 英彰

府営堺大浜南町住宅 1 堺区大浜南町2-3-1・2 英彰

損保ジャパン堺ビル 1 堺区宿院町西1-1-6 英彰 平日9:00～17:00

堺フェニックスビル 1 堺区宿院町西1-1-3 英彰 平日・土曜日8:00～20:00

日新製鋼株式会社　大浜寮 1 堺区大浜南町1-2-2 英彰

パールハイツ堺 1 堺区新在家町西1-1-10 英彰

東湊住宅 1 堺区東湊町6-353 湊

ロータスプラザ 1 堺区昭和通1丁11－1 湊

レピア堺湊 1 堺区東湊町2-150-5 湊

新湊小学校 2 堺区西湊町6-6-1 湊西

UR湊駅前団地４８号棟 1 堺区出島町2-7 湊西

府公社湊団地 2 堺区出島町2-6 湊西

少林寺小学校 3 堺区少林寺町東4-1-1 少林寺

OPH堺少林寺 1 堺区少林寺町東3-2-8 少林寺

堺病院少林寺宿舎 1 堺区少林寺町東4-5-１ 少林寺

堺病院永代宿舎 1 堺区永代町2-39-1 少林寺

森新ビル 1 堺区寺地町東2-2-1 少林寺

小走石油㈱　ENEOSガソリンスタンド（本社ビル屋上） 1 堺区寺地町東1-1-24 少林寺

安井小学校 2 堺区南安井町4-1-5 安井

翁橋住宅　１棟 1 堺区翁橋町2-3-1 安井

ホテルリバティプラザ 1 堺区翁橋町1丁99 安井

陵西中学校 1 堺区大仙西町2-79 大仙西

魚本流空手拳法連盟総本部 1 堺区石津町3-7-24 神石

ナビタス株式会社 1 堺区石津北町9-1 神石 平日8:30～17:00

グラン・コート堺石津川公園 1 堺区石津町3-7-1 神石

浜寺石津小学校 3 西区浜寺石津町中2-3-28 浜寺石津

堺サンホテル石津川 1 西区浜寺石津町西3-4-25 浜寺石津

カサグランデス浜寺北 1 西区浜寺石津町東1-681-1 浜寺石津

ケアライフ・メディカルサプライ㈱　本社ビル 1 西区浜寺石津町西2-1-6 浜寺石津

ふぁみ－ゆ浜寺 1 西区浜寺石津町東3-746-2 浜寺石津

ライオンズガーデン浜寺 1 西区浜寺石津町中2-1-37 浜寺石津

シャルマンフジ浜寺ガーデンオアシス 1 西区浜寺石津町中2丁200-4 浜寺石津

ジョイフルハイツ 1 西区浜寺石津町東4-330-19 浜寺石津

ジョイフルハイツⅡ 1 西区浜寺石津町東4-330-22 浜寺石津

ラ・メゾン坂口 1 西区浜寺石津町東4-5-46 浜寺石津

ペガサスロイヤルリゾート石津 1 西区浜寺石津町東1-3-31 浜寺石津

住宅型有料老人ホーム　ネクサス浜寺 1 西区浜寺石津町西2-6-17 浜寺石津

グランコート浜寺北 1 西区浜寺石津町中1-4-1 浜寺石津

コスモ浜寺石津町 1 西区浜寺石津町中１-7-38 浜寺石津

アクティブ浜寺石津 2 西区浜寺石津町中1-8-38 浜寺石津

朝日プラザ浜寺 1 西区浜寺石津町東4-6-1 浜寺石津

石津川保育園 1 西区浜寺石津町東3-6-25 浜寺石津

浜寺東小学校 2 西区浜寺船尾町東1-101 浜寺東

大韓航空大阪マンション 1 西区浜寺船尾町西3-91 浜寺東

介護医療型老人保健施設 ペルセウス 1 西区浜寺船尾町東3-447 浜寺東

ハイネス諏訪森 1 西区浜寺船尾町西1-153-2 浜寺東

ルイシャトレ諏訪ノ森 1 西区浜寺石津町東5-12-13 浜寺東

浜寺小学校 2 西区浜寺諏訪森町東2-163 浜寺

中石津住宅　１・２・３・４・５棟 5 西区浜寺石津町中5-12 浜寺

諏訪の森団地 １号棟 2号棟 2 西区諏訪森町西2-114 浜寺

岬工業株式会社 1 西区浜寺諏訪森町西4-380-1 浜寺

ダイアパレス浜寺諏訪森 1 西区浜寺諏訪森町西2-138-1 浜寺

マインハイツ諏訪森 1 西区浜寺諏訪森町西3-287-1 浜寺

ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 1 西区浜寺諏訪森町西4-308-1 浜寺

エテルノテレサ浜寺元町 1 西区浜寺元町1-120-1 浜寺昭和

ベルク浜寺公園 1 西区浜寺元町5-563-1 浜寺昭和

㈱スズキ自販近畿　堺社宅 1 西区浜寺元町１丁95-2 浜寺昭和

エスワイビル浜寺荘 1 西区浜寺公園町1-14-5 浜寺昭和

大和証券グループ浜寺寮 1 西区浜寺昭和町2-237 浜寺昭和

ダイアパレス浜寺イースト 1 西区浜寺元町5-525-1 浜寺昭和

173棟  

 

 

津波避難ビル一覧（２／２） 
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H25.12月末時点

名称 所在地 校区

トヨタカローラ南海（株） さかいプラザ 堺市堺区神南辺町２－９２－４ 三宝

ネッツトヨタ南海（株） 堺北店 堺市堺区神南辺町２－９３ 三宝

(医）清恵会　三宝病院 堺市堺区松屋町１－４－１ 三宝

日鉄住金テックスエンジ㈱　堺支店 堺市堺区緑町４－１５６ 三宝

双葉化学（株） 堺市堺区山本町１－２ 三宝

西日本三菱自動車販売（株）　堺店 堺市堺区三宝町５－２７６－２ 三宝

日産大阪販売株式会社　堺店 堺市堺区海山町２－１４３ 三宝

ファミリーマート山本町店 堺市堺区山本町３－８０－３ 三宝

ファミリーマート海山町店 堺市堺区海山町３－１５４－２ 三宝

サガミ堺山本店 堺市堺区山本町３－７７ 三宝

東洋ベンディング（株） 堺市堺区三宝町２－１１１ 三宝

株式会社　丸阪 堺市堺区山本町２－５７ 三宝

堺三宝郵便局 堺市堺区三宝町４－２５６－６ 三宝

堺海山郵便局 堺市堺区海山町５－１９８ 三宝

堺北共同購入センター 堺市堺区緑町２－５５ 三宝

チヨダメタルスタッド関西（株） 堺市堺区山本町１－２－２ 三宝

三晃自動車株式会社 堺市堺区山本町１－３－２ 三宝

セブンイレブン堺松屋大和川通店 堺市堺区松屋大和川通１－９－１ 三宝

セブンイレブン堺海山町店 堺市堺区海山町５－２０８ 三宝

セブンイレブン堺山本町5丁店 堺市堺区山本町５－９３－１ 三宝

（株）ダイネツ 堺市堺区柳之町西３－３－１ 錦西

株式会社大成エンタープライズ 　ランドリー事業部 堺市堺区錦之町西３－２－２２ 錦西

株式会社鉛市 堺市堺区神明町西３－１１－１ 錦西

堺柳之町郵便局 堺市堺区柳之町西１－１－２ 錦西

堺七道郵便局 堺市堺区七道西町１２－１１－１－１０７ 錦西

有限会社曽呂利 堺市堺区宿屋町西１－１－１ 錦西

日本たばこ産業（株）　堺営業所 堺市堺区甲斐町西３－１－３０ 市

南海バス（株）　堺営業所 堺市堺区戎島町４－１ 市

株式会社関西マツダ　堺北店 堺市堺区戎島町４－３１ 市

株式会社大成エンタープライズ 堺市堺区戎島町４－３７ 市

堺戎島郵便局 堺市堺区戎島町１－３４－２ 市

南海堺駅内郵便局 堺市堺区戎島町３－２２－１ 市

大阪ガス株式会社 （南部導管部・南部リビング営業部・南部エネルギー営業部） 堺市堺区住吉橋町２－２－１９　堺ガスビル 市

堀富商工株式会社　管理総括部 堺市堺区大町西３－２－３ 市

ゼロワンネーブルハウス 堺市堺区甲斐町西３－３－１１ 市

南海塩業株式会社 堺市堺区市之町西３－２－３ 市

セブンイレブン堺大町西3丁店 堺市堺区大町西３－１－２２ 市

トヨタカローラ南海（株） 堺北店 堺市堺区北庄町２－４－１０ 錦綾

ネッツトヨタ南海（株） 堺中央店 堺市堺区北庄町２－４－３ 錦綾

（株）コガネ 堺市堺区南清水町１－３－２７ 錦綾

ファミリーマート錦綾町店 堺市堺区錦綾町２－３－１６ 錦綾

ファミリーマート南清水町店 堺市堺区南清水町２－３－１ 錦綾

ファミリーマート砂道店 堺市堺区砂道町１－１５－１８ 錦綾

絹川ネジ工業株式会社 堺市堺区錦綾町２－２－１１ 錦綾

堺錦綾郵便局 堺市堺区錦綾町２－４－１ 錦綾

大阪トヨペット株式会社　堺店 堺市堺区高須町２－１－１８ 錦綾

株式会社サンテクノ 堺市堺区北庄町２－３－２ 錦綾

（株）泉消防設備 堺市堺区宿屋町東１－１－３０ 錦

堺材木町郵便局 堺市堺区材木町東３－２－３ 錦

堺東駅前郵便局 堺市堺区北花田口町３－２－２７ 熊野

堺郵便局 堺市堺区南瓦町２－１６ 熊野

堺東本部 堺市堺区南花田口町２－２－１５ 熊野

セブンイレブン堺宿院店 堺市堺区大町東２－１－１ 熊野

熊田石油（株） 堺市堺区三条通７－２４ 榎

㈱ビーコン 堺市堺区大浜中町３－１２－２３ 英彰

（株）　松尾組 堺市堺区大浜中町３－７－１１ 英彰

真弓興業株式会社 堺市堺区大浜中町２－１－２５ 英彰  

 

津波率先避難等協力事業所一覧（１／２） 
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堺大浜郵便局 堺市堺区大浜北町２－２－１０ 英彰

堺出島郵便局 堺市堺区出島海岸通１－１６－２０ 英彰

堺宿院郵便局 堺市堺区宿院町西３－２－１ 英彰

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ堺出島海岸通店 堺市堺区出島海岸通１－１２－１３ 英彰

大阪コールドシステム株式会社 堺市堺区出島海岸通３－５－３２ 英彰

平和興業株式会社　堺支店 堺市堺区出島海岸通４－７－１６ 英彰

セブンイレブン堺大浜中町3丁店 堺市堺区大浜中町３－１－１ 英彰

セブンイレブン堺出島海岸通り店 堺市堺区出島海岸通り１－３－１０ 英彰

堺東湊郵便局 堺市堺区高砂町１－１６－７ 湊

社会医療法人同仁会 耳原老松診療所 堺市堺区老松町２－５８－１ 湊

堺湊郵便局 堺市堺区西湊町４－６－１ 湊西

たけ造園 堺市堺区柏木町３－４－８ 湊西

特定非営利活動法人　きずなの会　本部 堺区西湊町５－４－１２ 湊西

ウインクル西湊 堺区西湊町６－２－１２ 湊西

堺永代郵便局 堺市堺区永代町１－１－２０ 少林寺

堺南旅籠町郵便局 堺市堺区南半町東２－１－３２ 少林寺

小走石油株式会社 堺市堺区寺地町東１－１－２４ 少林寺

ミナルコ（株） 堺市堺区翁橋町１－１－１ 安井

堺協和郵便局 堺市堺区協和町２－６１ 大仙西

大醤（株） 堺市堺区石津北町２０ 神石

名称 所在地 校区

サンライズＭＳＩ（株） 堺市西区浜寺石津町中１－４－７ 浜寺石津

㈱すかいらーく　ガスト堺浜寺店 堺市西区浜寺石津町西２－９－４ 浜寺石津

堺浜寺石津郵便局 堺市西区浜寺石津町中３－１３－１８ 浜寺石津

大阪営業所 堺市西区浜寺石津町東１ー２ー１３ 浜寺石津

白光金属工業株式会社 堺市西区浜寺石津町東１－１－２３ 浜寺石津

白光株式会社 堺市西区浜寺石津町東１－１－２３ 浜寺石津

非破壊検査株式会社　堺事業部 堺市西区浜寺石津町西２－２－１２ 浜寺石津

堀富商工株式会社　本社工場 堺市西区浜寺石津町東３－５－２３ 浜寺石津

いも膳石津店 堺市西区浜寺石津町西２－３２０－３ 浜寺石津

千代田空調機器株式会社　石津工場 堺市西区浜寺石津町東１－５－１１ 浜寺石津

セブンイレブン堺浜寺石津町中店 堺市西区浜寺石津町中２－３８９－４ 浜寺石津

堺浜寺船尾郵便局 堺市西区浜寺船尾町西１－２５４ 浜寺東

浜寺ロングゴルフ 堺市西区浜寺船尾町西１－１１ 浜寺東

(株）片山建設 堺市西区浜寺船尾町西３－２９１ 浜寺東

セブンイレブン堺浜寺船尾町西店 堺市西区浜寺船尾町西２－３０６ 浜寺東

トヨタカローラ南海（株） 　本社 堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

トヨタカローラ南海（株） 諏訪森店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

トヨタカローラ南海（株） 諏訪森プラザ 堺市西区浜寺諏訪森町西１－７ 浜寺

トヨタカローラ南海（株） フォルクスワーゲン浜寺 堺市西区浜寺諏訪森町西１－２４ 浜寺

トヨタカローラ南海（株） Ｕ－ｃａｒデポ 堺市西区浜寺石津町西５－６－１ 浜寺

ネッツトヨタ南海（株） 本社 堺市西区浜寺諏訪森町西１－２４ 浜寺

ネッツトヨタ南海（株） 諏訪森店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－５ 浜寺

諏訪ノ森郵便局 堺市西区浜寺諏訪森町中３－２４４ 浜寺

藤　建 堺市西区浜寺諏訪森町西２－１１３－８ 浜寺

大阪トヨペット株式会社　諏訪森店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－３５ 浜寺

セブンイレブン堺浜寺諏訪森町店 堺市西区浜寺諏訪森町西１－２８－１０ 浜寺

読売センター浜寺 堺市西区浜寺公園町３－２３３ 浜寺昭和

ローソン堺浜寺元町1丁店 堺市西区浜寺元町１－１３－１ 浜寺昭和

堺浜寺昭和郵便局 堺市西区浜寺昭和町２－２６９－１ 浜寺昭和  
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名称 登録名称 住所
大津波警報
津波警報

発表時

想定を
超える時

三宝下水処理場 三宝下水 堺市堺区松屋大和川通３丁目地内 ● ●
三宝小学校 三宝小 堺市堺区三宝町５丁２８６番地 ● ●
七道駅前 七道駅前 堺市堺区鉄砲町地内 ● ●
神南辺橋東詰 神南辺橋 堺市堺区車ノ町３丁地内 ● ●
大浜北公園 大浜北公園 堺市堺区北波止町地内 ● ●
市小学校 市小 堺市堺区市之町西３丁１番１４号 ● ●
英彰小学校 英彰小 堺市堺区寺地町西４丁１番１号 ● ●
新湊小学校 新湊小 堺市堺区西湊町６丁６番１号 ● ●
出島下水ポンプ場 出島下水 堺市堺区出島浜通５１番１号 ● ●
関西大学堺キャンパス 関西大学堺 堺市堺区香ヶ丘町１丁１０番１号 × ●
錦小学校 錦小 堺市堺区九間町東３丁１番１７号 × ●
熊野小学校 熊野小 堺市堺区熊野町東５丁１番４９号 × ●
旧湊小学校 旧湊小 堺市堺区東湊町２丁１１９番地 ● ●
外山公園 外山公園 堺市堺区南島町５丁７４番地 ● ●
三宝公園 三宝公園 堺市堺区山本町４丁８６番地 ● ●
砂道住宅 砂道住宅 堺市堺区砂道町１丁５番２０号 × ●
大浜公園 大浜公園 堺市堺区大浜北町４丁３番５０号 ● ●
少林寺小学校 少林寺小 堺市堺区少林寺町東4丁1番1号 × ●
錦西小学校 錦西小 堺市堺区神明町西2丁1番1号 ● ●
神石小学校 神石小 堺市堺区石津町2丁6番1号 × ●
海とのふれあい広場 海ふれあい 堺市堺区匠町６番１ ● ●
Jグリーン堺 Jグリーン 堺市堺区築港八幡町１４５番地 ● ●
青少年センタ―駐車場 青少年錦西 堺市堺区錦之町西２丁２?２３ ● ●
港湾堺№02 築港南町西 堺市堺区築港南町地内 ● ●
港湾堺№03 築港南町東 堺市堺区築港南町地内 ● ●
港湾堺№04 築港八幡 堺市堺区築港八幡町地内 ● ●
港湾堺№01 塩浜町 堺市堺区塩浜町地内 ● ●
浜寺石津小学校 浜寺石津小 堺市西区浜寺石津町中２丁３番２８号 ● ●
浜寺小学校 浜寺小 堺市西区浜寺諏訪森町東２丁１６３番地 ● ●
浜寺昭和小学校 浜寺昭和小 堺市西区浜寺昭和町２丁２８２番地 ● ●
浜寺石津町西 浜寺石津西 堺市西区浜寺石津町西４丁２９６番地先 ● ●
浜寺公園 浜寺公園 堺市西区浜寺公園町４丁地内 ● ●
浜寺東小学校 浜寺東小 堺市西区浜寺船尾町１丁１０１番地 ● ●
津久野下水処理場 津久野下水 堺市西区宮下町２７２番地１号 × ●
浜寺中学校 浜寺中 堺市西区浜寺船尾町西５丁６０番地 ● ●
浜寺南中学校 浜寺南中 堺市西区浜寺南町1丁55番地 ● ●
みなと堺グリーン広場 みなと堺G 堺市西区築港新町３丁５４ ● ●
港湾堺№05 築港浜寺 堺市西区築港浜寺町地内 ● ●
港湾堺№06 浜寺公園南 堺市西区浜寺公園町地内 ● ●

32 39  
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サイレン吹鳴箇所（位置図） 

海とのふれあい広場 

みなと堺グリーン広場 

臨海部 

凡例 
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(※1）おおさか防災ネット 

（１）サービスの概要 

おおさか防災ネットの防災情報メール配信サービスでは、府民の皆様の防災対策にお役立

ていただくため気象・地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示などの防災情報について、

メールで配信するものです。 

（２）情報の流れ 

 

（３）設定できる通知情報 

避難勧告・指示状況、 津波、 地震、 台風、 気象警報・注意報、 土砂災害、 光化学ス

モッグ、お知らせ（その他緊急情報、防災イベント情報など） 

（４）登録の流れ 

 

空メールの送信 

○＜touroku@osaka-bousai.net＞に空メール（本文、件名に何も書かれていないメール）

を送信してください。 

○以下の QRコードを携帯電話で読み込んでメールを送信することも可能です。 

     

 

出典：おおさか防災ネット 
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(※2）ｉ－ＦＡＸ 

（１）内容 

防災スピーカーや広報車など音声による災害情報伝達が困難な方へ、避難勧告等の災害情

報や大規模災害発生時の生活支援情報を自宅のファックスへ配信します。 

（２）制度イメージ 

 

パソコン（堺市）によるメール配信によって、聴覚障がい者のファックスに一斉に災害情

報等を配信します。 

（３）対象者 

原則として、身体障がい者手帳の交付を受けている市内在住の聴覚障がい者で、自宅にフ

ァックスがある方 

（４）情報伝達する状況及び主な内容 

・堺市内に避難所を開設するとき、閉鎖するとき  

・災害により避難が必要なとき（避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令時）  

・その他、大規模災害発生時の生活支援情報（給食・給水、相談窓口の設置等の情報）を

お知らせするとき  

※ 気象警報・注意報、突発的な災害（地震、事故等）の発生情報は、対象外です 

※ 大規模地震によりライフラインが途絶されたときは、ファックス送信できません。  

（５）登録申請の方法 

災害情報ファックス配信登録申請書に必要事項を記入の上、郵送かファックスで堺市危機

管理室へ申請してください。 
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(※3)緊急速報メール 

緊急速報「エリアメール」の仕組み 

 

  

 

※エリアメールの利用にあたって、以下の事項について注意が必要です。 

①同サービスを利用するために、あらかじめ携帯電話での受信設定が必要な機種があります。 

②機種によっては、一部機能がご利用いただけない場合がございます。 

以上のことについて、ご利用の携帯電話会社にお問い合わせください。 

 

出典：NTTドコモ（緊急速報「エリアメール」） 
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